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教科書の学校配布を求める請願            （学校教育課） 

日程第２ 報告第１５号 
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小田原市立学校組織規則の一部を改正する規則     （学校教育課） 

日程第５ 議案第３０号 
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平成１７年１２月２１日 

 

請願第１０号 

 

   教科書の学校配布を求める請願 

 

 

 







報告第１５号 

 

   事務の臨時代理の報告について（１２月補正予算） 

 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成１７年１２月２１日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 青木 秀夫 

 

 

 

 

 

 



平成１７年度１２月補正予算概要  

（歳 入）                           （単位：千円）  
科 目  要求額  主 な 内 容  

(項 )市債  
 (目 )教育債  

461,000 社会教育債               461,000 
 史跡整備事業債         

合 計  461,000  

 
（歳出）                            （単位：千円）  

財 源 内 訳  
科 目  要求額  主 な 内 容  国県支

出金  地方債  その

他  一般財源  

(項 )小学校費  
 (目 )教育振興

費  

7,894 障害児教育経費 

賃金 

 ＊障害児介助員賃金  684 
 

一般経費 

＊要保護及び準要保護児童援助費

7,210
内訳 学校教育課分   1,582 
   学校保健課分   5,628

   7,894 

(項 )中学校費  
 (目 )教育振興

費  

 17,806 障害児教育経費 

賃金 

 ＊障害児介助員賃金  3,811
 

一般経費 

＊要保護及び準要保護児童援助費

13,995
内訳 学校教育課分   7,356
   学校保健課分   6,639 

   17,806 

(項 )幼稚園費  
 (目 )幼稚園費  

2,207 幼稚園管理経費 

賃金                   

＊臨時教諭賃金   2,207 

   2,207 

(項 )社会教育

費  
 (目 )文化財保

護費  

625,11
1 

 

史跡小田原城跡整備経費 

公有財産購入費     625,111 
＊用地費           461,094 
＊損失補償         158,000 
＊経費               6,017 
史跡小田原城跡史跡用地（八

幡山古郭東曲輪）の購入  

  461,000  164,111 

合 計  653,018   461,000  192,018 





報告第１６号 

 

   事務の臨時代理の報告について（小田原市教育長の給与、勤務時間その   

他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例） 

 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成１７年１２月２１日提出 

 

小田原市教育委員会  

教育長 青木 秀夫  

 

 



   小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例  

 小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２７年小田原

市条例第２４７号）の一部を次のように改正する。  

 
改  正  後  改  正  前  

 （期末手当）  
第５条 （略）  
２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、退

職、死亡等によりその職を離れた日現在）

においてその者が受けるべき給料及び調

整手当の月額並びにこれらに１００分の

４５を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては１００分の１６０、

１２月に支給する場合においては１００

分の１７５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて小田原市職員の例に

よる割合を乗じて得た額とする。  
３・４ （略）  
 

 （期末手当）  
第５条 （略）  
２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、退

職、死亡等によりその職を離れた日現在）

においてその者が受けるべき給料及び調

整手当の月額並びにこれらに１００分の

４５を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては１００分の１６０、

１２月に支給する場合においては１００

分の１７０を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて小田原市職員の例に

よる割合を乗じて得た額とする。  
３・４ （略）  
 

 

   附 則  

 この条例は、平成１７年１２月１日から施行する。  

 

 

（理由）  

一般職の職員の給与に関する法律が一部改正され、国家公務員のうち指定職俸給表の

適用を受ける職員に係る期末特別手当の支給割合が変更されたことに伴い、教育長の期

末手当についてこれに準じた措置を講ずるため提案するものであります。  

 

 



小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例  

 

 ［改正理由］  

   一般職の職員の給与に関する法律が一部改正され、国家公務員のうち指定職俸給

表の適用を受ける職員に係る期末特別手当の支給割合が変更されたことに伴い、教

育長の期末手当についてこれに準じた措置を講ずるため改正する。  

 

 ［内  容］  

   １２月期の期末手当の支給割合を次のように引き上げることとする（第５条関係）。 

改  正  後 改  正  前 

１００分の１７５ １００分の１７０ 

 

 ［適  用］  

   平成１７年１２月  １  日  

 



議案第２９号 

 

   小田原市立学校組織規則の一部を改正する規則 

 

 小田原市立学校組織規則の一部を改正する規則について、小田原市教育委員会教

育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員会規則第４号）

第３条第１５号に基づき、議決を求める。 

 

  平成１７年１２月２１日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 青木 秀夫 

 



小田原市立学校組織規則の一部を改正する規則  

 ［改正理由］  

   小田原市立小学校及び中学校に、新たに総括教諭を置き、及び新たな学校運営組織

である企画会議を設置することとする。  

 ［内  容］  

  １ 総括教諭の設置（第２条関係）  

学校において細分化されている校務分掌・委員会をグループに再編統合し、グ

ループリーダーとして総括教諭を置くこととする。  

  ２ 企画会議の設置（第６条関係）  

校長がつかさどる校務を補助するため、学校運営上の重要事項に関する企画立

案等を行う企画会議を設置することとする。  

［適  用］  

平成１８年  ４  月  １  日  

 



小田原市立学校組織規則の一部を改正する規則  

小田原市立学校組織規則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第２号）の一部を次の

ように改正する。  
改  正  後  改  正  前  

（職員） 

第２条 市立小学校に、次に掲げる職員を

く。  
(1)・ (2) （略）  
(3) 総括教諭  
(4)  （略）  
(5)  （略）  
(6)  （略）  
(7)  （略）  
(8)  （略）  
(9)  （略）  
(10)  （略）  
(11)  （略）  
(12)  （略）  
(13)  （略）  
(14)  （略）  

２ 前項第３号の総括教諭は、特別の事情

があるときは、置かないことができる。 
 

（企画会議）  
第６条 市立小学校に、企画会議を置く。

ただし、特別の事情があるときは、企画

会議を置かないことができる。  
２ 企画会議は、校長が招集し、主宰する。 
３ 企画会議においては、校長がつかさど

る校務を補助するため、学校運営上の重

要事項に関する企画立案等を行う。  
４ 企画会議は、校長、教頭、総括教諭及

び校長が必要と認める者により構成す

る。  
５ 前各項に規定するもののほか、企画会

議について必要な事項は、校長が定め

る。  
 

 
 
（小学校等の規定の準用）  

第１４条  第２条及び第４条から第９条

まで（第６条を除く。）の規定は、市立

幼稚園について準用する。  
 

（職員） 

第２条 市立小学校に、次に掲げる職員

置く。 

(1)・ (2) （略）  
 
(3)  （略）  
(4)  （略）  
(5)  （略）  
(6)  （略）  
(7)  （略）  
(8)  （略）  
(9)  （略）  
(10)  （略）  
(11)  （略）  
(12)  （略）  
(13)  （略）  
 

 

 

 

第６条  削除  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
第１４条 削除  
 

（小学校等の規定の準用）  
第１５条  第２条及び第４条から第９条

までの規定は、市立幼稚園について準用

する。  
 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。















議案第３０号 

 

   小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

 小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につ

いて、小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小

田原市教育委員会規則第４号）第３条第１５号に基づき、議決を求める。 

 

  平成１７年１２月２１日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 青木 秀夫 

 



小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   小田原市立小学校及び中学校の全校において、平成１８年４月１日から２学期制を施

行し、新たに総括教諭を置き、及び新たな学校運営組織である企画会議を設置すること

とする。 

 ［内  容］ 

  １ 学期の変更（第２条関係） 

従来の３学期制を次のように２学期制に変更する。 

改  正  後 改  正  前 

前期 
４月１日から１０月の第２月曜日まで 

後期 
１０月の第２月曜日の翌日から３月 
３１日まで 

第１学期  
４月１日から７月３１日まで 

第２学期  
８月１日から１２月３１日まで 

第３学期  

１月１日から３月３１日まで 

  ２ 分掌組織の変更（第１２条関係） 

学校において細分化されている校務分掌・委員会をグループに再編統合し、グル

ープリーダーとして総括教諭を置くこととする。 

  ３ 総括教諭の職務（第１４条の２・第１４条の３関係） 

総括教諭の職務等について規定することとする。 

  ４ その他 

規定を整備することとする。 

［適  用］ 

平成１８年 ４ 月 １ 日 

 

 



小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年小田原市教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 
改  正  後 改  正  前 

（学年及び学期） 
第２条 （略） 
２ 学年を分けて、次の２学期とする。 

(1) 前期 ４月１日から１０月の第２月曜日ま

で 
(2) 後期 １０月の第２月曜日の翌日から３月

３１日まで 
 
 
 
 
 
 

（休業日） 
第３条 （略） 
２ 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上

必要があると認めるときは、教育委員会の承

認を得て、前項第３号から第６号までに規定

する休業日の期間を変更し、又は別に休業日

を定めることができる。 
 
（分掌組織） 

第１２条 （略） 
２ 前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する

組織（以下「グループ」という。）を置く（第４

号に係るグループにあっては学校運営上必要が

あると認める学校に限る。）ものとする。 
 

(1) 教務、地域との連携に関する事項 
(2) 生徒指導、生徒の進路指導、児童生徒の健

康等に関する事項 
(3) 情報管理その他の総務に関する事項 
(4) 学年の教育活動に関する事項 

 
 
 
３ 校長は、前項の規定によりグループを置く場

合にあっては、２以上の事項を一のグループに

おいて分掌させ、及び一の事項を２以上のグル

ープにおいて分掌させることができる。 
４ グループを統括する者は、総括教諭をもって

充てる。 
５ 校長は、グループが分掌する事項、グループ

（学年及び学期） 
第２条 （略） 
２ 学年を分けて、次の３学期とする。 

(1) 第１学期 ４月１日から７月３１日まで 
 
(2) 第２学期 ８月１日から１２月３１日まで 
(3) 第３学期 １月１日から３月３１日まで 

３ 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上

必要があると認めるときは、教育委員会の承

認を得て、別に学期を定めることができる。 
 
 

（休業日） 
第３条 （略） 
２ 前条第３項の規定により、別に学期を定め

る場合においては、校長は、前項の規定にか

かわらず、教育委員会の承認を得て、別に休

業日を定めることができる。 
 

 
（分掌組織） 

第１２条 （略） 
２ 前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する

組織を置く（第２号に係る組織にあっては２以

上の学級からなる学年に、第４号及び第５号に

係る組織にあっては中学校に限る。）ものとす

る。ただし、特別の事情があるときは、一部の

組織を置かないことができる。 
(1) 教育計画その他の教務に関する事項 
(2) 学年の教育活動に関する事項 
(3) 児童生徒の保健管理に関する事項 
(4) 生徒の生活の指導その他の生徒指導に関す

る事項 
(5) 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に

関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 



に配置される総括教諭の氏名その他グループに

関する事項を学年開始後速やかに教育委員会に

報告しなければならない。 
 
 
第１３条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（教科等の担当職員） 

第１４条 校長は、教科又は学級を担任する職員

その他の校務を担任する職員を決定するものと

する。 
２ 校長は、前項の規定により、職員を決定した

ときは、速やかに教育委員会に報告しなければ

ならない。 
 
（総括教諭） 

第１４条の２ 総括教諭は、教諭又は養護教諭を

もって充てる。 
２ 総括教諭は、校長の監督を受け、次に掲げる

職務を行う。 
(1) 校長及び教頭の学校運営の補佐に関するこ

と。 
(2) グループの統括に関すること。 
(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関するこ

と。 
３ 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、

総括教諭に特定の職務を行わせることができ

る。 
 
第１４条の３ 学校教育法施行規則（昭和２２年

文部省令第１１号。以下「施行規則」という。）

第２２条の３第１項に規定する教務主任及び学

年主任、施行規則第２２条の４第１項に規定す

る保健主事、施行規則第５２条の２第１項に規

定する生徒指導主事並びに施行規則第５２条の

３第１項に規定する進路指導主事は、総括教諭

をもって充てる。 
 

 
 
 
 
（校務の分掌等） 

第１３条 校長は、次の各号に掲げる組織の区分

に応じ、当該各号に掲げる主任を置くものとし、

これらの主任は、教諭をもって充てるものとす

る。ただし、保健主任にあっては、養護教諭を

もって充てることができる。 
(1) 前条第２項第１号に係る組織 教務主任 
(2) 前条第２項第２号に係る組織 学年主任 
(3) 前条第２項第３号に係る組織 保健主任 
(4) 前条第２項第４号に係る組織 生徒指導主

任 
(5) 前条第２項第５号に係る組織 進路指導主

任 
２ 前項の主任は、当該組織が分掌する事項につ

いて進路調整並びに助言及び指導に当たる。 
 
 
第１４条 校長は、前条に定める主任及び教科又

は学級を担任する職員その他の校務を担任する

職員を決定するものとする。 
２ 校長は、前項の規定により、主任等を決定し

たときは、速やかに教育委員会に報告しなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（職の発令） 
第２２条 第１４条の２の規定により設けられ 
た職は教諭又は養護教諭のうちから、第１５ 
条から前条までの規定により設けられた職は学

校栄養職員又は事務職員のうちから任命権者が

命ずる。 
 

（職の発令） 

第２２条 第１５条から前条までの規定により設

けられた職は、学校栄養職員又は事務職員のう

ちから任命権者が命ずる。 
 
 

 
 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 



学校２学期制説明会結果（概要）について 
                                                                      学校教育課  

 

  教育委員会において、保護者・市民の方を対象に、広く理解と協力を得て、学校２学期制実施につい

てより成果あるものとなるよう、説明会を開催した。 

  説明会は、１０月にマロニエ・市役所において実施し、その後、１１月から１２月にかけて、各中学

校区毎に実施した。 

  開催日時・場所、及び説明会の中での主な質問や意見など次のとおり。 

 

 ◇１０月…学校２学期制説明会◇ 

   【日 時】 ① 平成１７年１０月３０日（日） ９：３０～１１：００（午前の部） 

              ② 平成１７年１０月３０日（日）１４：３０～１６：００ (午後の部)  

   【会場・参加者数】 ① マロニエ ２０２      … ４４名 

                      ② 市役所７階 大会議室  … １９名 

   【内  容】       

             ○「学校２学期制実施について」説明（学校教育課） 

             ○ 質疑（参加者の方から） 

             

 ◇１１月～１２月…中学校区２学期制説明会◇ 

   【日時・会場・参加者数】 

                （中学校区） … 月日（）〈会場〉【開催時間 19:00～20:00】 

             ① 酒匂中学校区 … １１月１６日（水）  〈酒匂中学校〉  … 180 名 

             ② 白鴎中学校区 … １１月１７日（木）  〈白鴎中学校〉  … 137 名 

             ③ 国津府中学校区…１１月２１日（月）  〈国府津小学校〉… 130 名 

             ④ 城山中学校区 … １１月２１日（月）  〈三の丸小学校〉… 120 名 

             ⑤ 片浦中学校区 … １１月２４日（木）  〈片浦小学校〉  …  60 名 

             ⑥ 鴨宮中学校区 … １１月２８日（月）  〈下府中小学校〉… 180 名 

             ⑦ 城南中学校区 … １１月２９日（火）  〈早川小学校〉  … 151 名 

             ⑧ 千代中学校区 … １１月３０日（水）  〈千代中学校〉  …  79 名 

             ⑨ 泉中学校区   … １２月  １日（木）  〈泉中学校〉    … 231 名 

             ⑩ 橘中学校区   … １２月  ５日（月）  〈橘中学校〉    …  90 名 

             ⑪ 白山中学校区 … １２月  ６日（火）  〈白山中学校〉  … 118 名 

             ⑫ 城北中学校区 … １２月１３日（火）  〈城北中学校〉  … 148 名 

                                                  総参加者数  １６２４ 名（10.0%） 

    【参考:25 小学校児童数 10,964 人、12 中学校生徒数 5,266 人、小中学校計 16,230 人】 

 

    【内  容】      

             ○「学校２学期制実施について」説明（学校教育課） 

              ○「実践校の取組みについて」報告（小・中学校各１校） 

             ○ 質疑（参加者の方から） 

             

 

 



 【説明会質疑の主なもの】（抜粋） 

 

Ｑ 一方的な導入がされたのではないか。 

Ａ 平成１５年度から、研究・検討を進めてきた。校長会に調査研究を依頼し、広報おだ 

    わらや教育かわら版による情報発信や２学期制懇談会を開催してきた。平成１６年度 

    は、研究実践校での実施を行い、研究協議会で検討・協議を行って、それらの検討結 

    果を総合的に判断して導入を決定している。 

 

Ｑ ３学期制でよいのではないか。(必要がない) 

Ａ ３学期制では、限界がある。授業時数の確保など、２学期制の方がより可能性がある 

    と考えている。 

 

Ｑ 学期の区切り・分け方についてどうか。 

Ａ 研究実践校の取組みを原案としたい。今後、１２月末までに決定したい。 

 

Ｑ 評価について、中三の１学期(前期)の成績が重視されるのか。 

Ａ ９月までの成績ではなく、１２月までの学習状況を成績とする。３学期制と何ら変わ 

    らないと考えている。 

 

Ｑ 幼稚園での実施はどうか。 

Ａ 平成１８年度は実施しない。平成１９年度以降、小中学校での実施状況を見ながら検 

    討していきたい。 

 

Ｑ 給食の回数・費用はどうか。  

Ａ 学校給食対策委員会で、給食の回数を増やすことを含めて検討している最中である。 

    平成１８年度までは値上げすることはない、それ以降は実施状況をみて考えていきた 

    い。  

 

Ｑ 教員の負担はどうか。 

Ａ 子どもを育てる意味で教職員の負担が増えるのは、当然のことである。余分な負担の 

    ないように、市教育委員会も支援していきたい。 

 

Ｑ 授業時数の増加の活用について、各学校でバラバラになるのか。(サマースクール・水 

泳教室・算数の補習など) 

Ａ 教育課程の編成権は、校長にある。各校でどの程度時間数を増やすか、その具体的な内   

   容については各学校が検討しているところである。市教委としては、それを支援・指導 

   していきたい。 


